
外貨を活用して、将来の年金準備を行うための平準払の個人年金保険です。

積立金は外貨で運用。海外の金利を活用した運用成果が期待できます。

POINT 2 積立利率を毎月更改。金利の変動に対応して積立利率もゆるやかに連動します。

■ 特徴
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■ イメージ図

⚫ 契約通貨は、米ドルまたは豪ドルのいずれかとなります。

※積立利率は、この保険の実質的な利回りではありません。

 お客さまにお払い込みいただいた契約通貨建ての保険料全額が積立利率で運用されるものではなく、お払い込みいただいた保険料 

 のうち、保険契約の締結・維持に係る費用に充てられる金額をのぞいた金額が積立金として運用され、契約後も定期的に、

 保険契約の締結・維持、死亡保障に係る費用等が積立金から控除されるためです。

POINT 3 契約後も柔軟に対応。家計や為替相場の状況に合わせて契約内容を変更できます。

⚫ 保険料円払込額の払込停止・再開および保険料払込期間の延長等ができます。

⚫ 最低保証積立利率は、米ドル、豪ドルともに年1.5％です。

正式名称 商品名称

無配当外貨建個人年金保険（積立利率変動型） こだわり個人年金（外貨建）

※マニュライフ生命所定の要件を満たすことが必要です。
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※契約後に、契約通貨の変更はできません。

⚫ 保険料の払込通貨は「円」です。一定額（最低1万円から）を毎月お払い込みいただきます。



■ 年金支払期間

■ 契約後の取扱い

保険料円払込額の

停止・再開

①契約日からその日を含めて10年（120ヵ月）を経過していて、その期間の保険料円払込額を

 払い込んでいること

②一括払または前納期間中ではないこと

保険料払込期間の延長
①延長期間が1ヵ月～5年（1ヵ月単位）であること

②延長後の年金支払開始日における被保険者の年齢が80歳以下であること

※条件の範囲内であれば、何度でも延長できます。

保険料円払込額の増額 取扱いできません 解約

可能

※解約返戻金額は、積立金額から解

約控除を差し引いた金額となります。

※解約した場合、ご契約は消滅します。

保険料円払込額の減額

可能

※契約当初の積立金額は、保険関係

費が大きく控除されるため、早期に減

額すると損失が生じるおそれがあります。

自動振替貸付

契約者貸付
取扱いできません

契約者配当金 ありません
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条件

条件

支払金額 受取人 支払事由

死亡給付金

(契約通貨建て)

被保険者が死亡した日の直後に迎え

る月単位の契約応当日の前日まで

の経過年月数をもとに計算した次の

いずれか大きい額

① 積立金額

② 払込保険料総額を年0.05％で

複利計算して得た金額

死亡給付金

受取人

被保険者が年金支払開始日前に

死亡したとき

死亡一時金

(契約通貨建て)

⚫ 確定年金の場合

年金支払期間の残存期間に対

する未払年金の現価

⚫ 保証期間付終身年金の場合

保証期間の残存期間に対する未

払年金の現価

年金

受取人＊

⚫ 確定年金の場合

被保険者が年金支払開始日以後、年金

支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき

⚫ 保証期間付終身年金の場合

被保険者が年金支払開始日以後、保証

期間中の最後の年金支払日前に死亡

したとき

■ 保障内容

確定年金 5年または10年

保証期間付終身年金 終身（保証期間10年）

＊年金受取人が被保険者の場合は、年金受取人の法定相続人へ死亡一時金を支払います。

 後継年金受取人を指定している場合は、後継年金受取人へ死亡一時金を支払います。

※支払事由に該当し、死亡給付金・死亡一時金が支払われた場合、ご契約は消滅します。



参考：円建年金支払開始自動判定特約
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■ 付加できる特約

円建年金移行特約C型
年金支払開始時に、契約通貨建ての年金原資を円に換えて、円建年金への移行後に

円で年金を受け取るための特約です。

円支払特約C型 外貨の年金・死亡給付金等を、円に換えて受け取るための特約です。

円建年金支払開始自動判定特約
判定日に、積立金（契約通貨建て）を円に換えた金額が、判定額に到達したかを自

動的に判定する特約です。

個人年金保険料税制適格特約 所定の条件を満たすことで、個人年金保険料控除が受けられるようになる特約です。

判定日＊1に、積立金（契約通貨建て）を円に換えた金額が、判定額＊2に到達したかを自動的に判定する特約です。

判定額に到達していた場合、年金支払開始日から、円での年金支払を開始します。

＊1 年金支払開始日の前日です。

＊2 契約者があらかじめ設定します。

※この資料では、判定額未満となった場合に適用する「保険料払込期間の延長」を「年金支払開始日の繰下げ」と読み替えて

表示しています。P.2の「保険料払込期間の延長」とは取扱いが異なります。

※2019年11月より取扱いを開始した特約です。本特約は取扱開始日前にご契約されているお客さまもご利用いただけます。
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■ この保険のリスクと費用

■ 契約後の情報提供等

この資料は、ご契約者さま用商品説明資料です。商品の詳細については、次の資料をご覧ください。

ご契約のしおり／約款

●為替変動による損失のおそれがあります。

円換算した年金の支払総額や死亡給付金額等が、為替変動により、払込みいただいた金額を下回ることがあります。

●次の費用をご負担いただきます。

① 保険関係費

保険契約の締結・維持および死亡保障にかかる費用です。

※契約年齢等によって異なるため、一律に記載できません。

② 解約時の費用（解約控除）

解約時に、経過月数に応じて積立金から控除する費用

です。

③ 年金支払期間中の費用（年金管理費）

年金支払日に責任準備金から控除する費用です。

④ 外貨の取扱いによる費用

⚫ 年金や死亡給付金等を外貨で受取る際に、金融機関

によっては必要になる手数料です。

※ 手数料額は金融機関によって異なるため、一律に記載

できません。

⚫ 円で保険料を払込む際や、年金等を円で受取る際に、

負担いただく為替手数料です。

※ 取扱いに応じて、通貨交換時に1通貨あたり1銭から

50銭をご負担いただきます。

●ご契約内容について、定期的にご契約者にお知らせします。

• 保険証券番号

• 契約者名

• 解約返戻金額

• 積立利率 など

• 年金の種類

• 積立金額

• 被保険者名

• 契約通貨

くわしくは「ご契約のしおり／約款」をご覧ください。
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